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高病原性鳥インフルエンザ 

患畜確認 

令和２年１１月５日及び８日に香川県の養鶏場で今シーズン初となる 

高病原性鳥インフルエンザの患畜が確認されました。 

 
１例目 香川県三豊市 採卵鶏 約３３万羽 （Ｈ５Ｎ８亜型） 

２例目 香川県東かがわ市 採卵鶏 約４．８万羽 （Ｈ５Ｎ８亜型） 

農場への鳥インフルエンザ侵入防止チェックポイント 

☑ 関係者以外の農場への立入り制限 

これらの記録はありますか？ 

☑ 出入りする人・車両・物等の消毒徹底 
適正な消毒薬を用いた消毒がされていますか？ 

☑ 鶏舎壁や防鳥ネットの破損確認 

壁の穴をふさいだり網を２重に張るなどの対応を速やかに 

☑ 鶏舎周囲のチェック 
鶏舎周囲に物が散乱し、野生動物の隠れ家になっていませんか？ 

☑ 鶏舎の清掃・消毒 
  鶏舎周囲に石灰帯を作りましょう 

  鶏舎専用の衣類・履物を準備しましょう 

  鶏舎入口に踏込消毒槽を設置しましょう 

  踏込消毒槽の適正なものを選択し、汚れたら交換しましょう 

   

石灰が混ざることによって 

効果が弱まる消毒薬に注意 



 

 

  次のような症状を見られたら速やかに家畜保健衛生所へ 

＊急激に死亡する鶏の数が増えた 

＊過去３週間の死亡率と比べて、死亡率が２倍以上になった 

＊５羽以上まとまって死亡している 

＊まとまって嗜眠・沈うつ状態になっている（写真１・２） 

＊皮下出血がある（写真３） 

＊トサカや肉垂が暗青色に変化した（写真４） 

＊急激に産卵率が低下した 

写真出典 
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